
言言

10年 口
以

No､嗣３

両端呻7
　勧賄

　夏が過ぎ、いよいよスポーツの秋到来です。

体を動かすには最適の季節となり、学校や地域では、

運動会やスポーツ大会が盛んに行われています。

みなさんも健康・体力づくりにさわやかな汗を流し

てみてはいかがでしょうか。
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介護保険は

2000年４月からスタート
(平成12年)

－
－
－
‐
－
‐
－
－
－

介
崖
保
険
…
は
目
‐

－

老
後
　

皆
で
支
え
　

　
わ
が
国
で
は
急
速
な
高
齢
化
と
と
も
に
介
護
の
問
題
が
老
後
の
最
大
の
不

安
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
、
残
さ
れ
た
能
力
を
活
か
し
て
、
で
き
る
限
り

自
立
し
、
尊
厳
を
持
っ
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
国
民
共
通
の
願

い
で
す
が
、
現
実
に
は
家
族
だ
け
で
介
護
を
行
な
う
こ
と
は
非
常
に
困
難
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
、
利
用
者
の
希
望
を
尊
重

し
か
総
合
的
な
サ
ー
ビ
ス
が
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
を
創
ろ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

　
制
度
の
運
営
王
体
（
保
険
者
）
は
、

町
で
す
。
国
や
県
は
、
財
政
や
事
務
な

ど
の
面
か
ら
町
を
支
援
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
制
度
を
支
え
る
財
源
の
割
合

は
、
公
費
が
5
0
％
（
国
が
2
5
％
、
県
が

バ
ー
％
ヽ
町
匹
が
）
加
入
者
か
ら
の
保

Ｉ
　
　
　
　
　
Ｉ

陸
将
が
5
0
％
で
す
。

-

　
一
一
１
１
１
一
歳
以
上
の
方
（
第
一
号
披
保
険
言

と
、
4
0
歳
以
上
6
5
膜
未
満
の
医
療
保
険

（
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
な
ど
）

に
加
入
し
て
い
る
方
（
第
二
号
被
保
険

言
が
介
護
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

●
第
一
号
被
保
険
者
（
6
5
歳
以
上
の
方
）

　
寝
た
き
り
、
痴
ほ
う
な
ど
で
常
に

介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
（
要
介
護

状
態
）
　
に
な
っ
た
と
き
や
、
常
に
介

塁打前回|朧と管－ピス⑩幄囲方箆

介護サービス計画

　市町村などの役員などが訪問レ
（

食事や入浴などの日常の生活　

）

　動作を調査しﾓす

介護サービス

(在宅・施設)
介護が必要な高齢者

認　定

介護認定審査会かかりつけの医師の意見書

(保健･医療･福祉の学識経験者による判定)

　　　訪問調査の結果と、

かかりつけ医の意見書に基づき、

要介護状態・要支援状態か否か、

　及びその程度を判定します。

市町村などの役員などが訪問し

食事や入浴などの日常の生活

動作を調査します

ぐ岬
訪問調査

町の窓口に申請する

２



護
を
必
要
と
し
な
い
が
、
家
事
や
身

じ
た
く
な
ど
日
常
生
活
に
支
援
が
必

要
な
状
態
（
要
支
援
状
態
）
に
な
っ

た
と
き
に
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
第
二
号
被
保
険
者

　
　
　
　
　
（
匍
歳
～
6
4
歳
ま
で
の
方
）

　
初
老
期
痴
ほ
う
な
ど
国
が
指
定
す
る

老
化
に
と
も
な
う
病
気
に
よ
っ
て
、
介

護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
に
受
け
ら
れ

ま
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、

利
用
者
は
か
か
っ
た
費
用
の
一
割
を
負

担
し
ま
す
。
残
り
の
９
割
は
、
保
険
料

と
公
費
（
国
2
5
％
ヽ
肌
が
ヽ
吼
が
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
　
　
Ｉ

で
負
担
し
ま
す
。

　
な
お
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

場
合
、
食
事
に
つ
い
て
は
医
療
保
険
と

同
じ
よ
う
に
利
用
者
負
担
が
あ
り
ま

す
。
　
ま
た
、
一
割
負
担
が
高
額
に
な
る
と

き
は
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

●
慰
蔵
以
上
の
方
（
第
一
号
披
保
険
煮

　
年
金
か
ら
保
険
料
の
天
引
が
原
則
。

そ
れ
以
外
の
方
は
、
町
か
ら
納
入
通
知

が
送
ら
れ
て
く
る
の
で
、
町
の
窓
口
な

ど
で
個
別
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
匍
～
堅
蔵
の
方
（
第
二
号
被
保
険
煮

　
現
在
支
払
っ
て
い
る
医
療
保
険
料
と

一
括
し
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。

※
健
康
保
険
・
船
員
保
険
・
共
済
組

合
に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
、
医

療
保
険
の
保
険
料
と
い
っ
し
ょ
に

給
料
か
ら
天
引
さ
れ
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
料
と
合

わ
せ
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
訪
問
介
護

呆
Ｉ
ム
ヘ
ル
プ
）
や
訪
問
入
浴
な
ど

自
宅
言
｛
ヱ
け
る
「
在
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
所
し

て
受
け
る
「
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
の
２
通

り
が
あ
り
ま
す
。

　
在
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
介
護

支
援
専
門
員
（
ケ
ア
了
不
Ｉ
ジ
ャ
士

と
そ
の
内
容
等
を
相
談
し
な
が
ら
作
成

す
る
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
に
洽
っ

て
行
な
わ
れ
ま
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
居
住
す
る
町
に
要
介
護
認

定
の
申
請
を
行
な
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
　
町
で
は
、
こ
の
申
請
を
受
け
る
と
申

請
者
の
状
況
な
ど
を
訪
問
調
査
し
、
そ

の
結
果
や
、
か
か
り
つ
け
医
師
の
意
見

書
を
も
と
に
「
介
護
認
定
審
査
会
」
に
お

い
て
介
護
の
必
要
性
等
を
認
定
し
ま
す
。

　
要
介
護
認
定
の
申
請
受
付
は
平
成
Ｈ

年
1
0
月
ご
ろ
か
ら
開
始
さ
れ
る
予
定
で

す
。

介護保険についでのお問い合わせは…

町民生部福祉課高齢福祉係

　　　　　　　　　　　�82- 1 2 3 4

　　　(11月２日以降は�８１ -１ ８ ３ ０ )

※
続
き
は
‥
目
・
１
２
月
居
に
掲
載
し
ま
す
。

一

３

吝
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関

さまざまな

サービスに

形を変えて、

介護の必要

な人へ。

　
Ｌ
　
Ｉ
　
Ｌ
　
Ｌ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｌ
　
Ｉ
　
Ｌ

ぐ
　
　
ぐ
　
　
ぐ
　
　
ぐ
　
　
皿
ぐ
　
　
ぐ
　
　
皿
ぐ
　
　
ぐ
　
　
ぐ
　
　
ぐ

　
白
ノ
り
・
白
土
＝
ノ
‥
］
ノ
＝
ノ
リ
ノ
＝
・
白
土
＝

集
め
た
・
お
翁
は
ど
こ
に
朽
く
？
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